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【 請 求 項 １ 】
メ デ ィ ア 交 換 型 記 憶 装 置 を 有 し た 情 報 処 理 装 置 で あ っ て 、
メ モ リ 中 に 、 メ デ ィ ア を 単 位 と し た 複 数 の 階 層 構 造 を 形 成 す る 形 成 手 段 と 、
前 記 複 数 の 階 層 構 造 の 内 の 一 つ を デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア に 対 応 す る 階 層 構 造 と し て 選
択 す る 選 択 手 段 と 、
前 記 選 択 手 段 で 選 択 さ れ た 階 層 構 造 を 用 い て 、 デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア の デ ー タ キ ャ ッ
シ ュ を 行 う キ ャ ッ シ ュ 手 段 と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 階 層 構 造 は 、 メ デ ィ ア を 特 定 す る 情 報 を 含 む 属 性 情 報 を 有 し 、
前 記 選 択 手 段 は 、 前 記 デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア を 特 定 す る 属 性 情 報 を 有 す る 階 層 構 造 を
選 択 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 選 択 手 段 は 、 前 記 デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア を 特 定 す る 属 性 情 報 を 有 す る 階 層 構 造 が
存 在 し な い 場 合 、 前 記 複 数 の 階 層 構 造 の う ち の 一 つ を 選 択 し 、 選 択 し た 階 層 構 造 に 該 デ ー
タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア を 特 定 す る 属 性 情 報 を 持 た せ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 属 性 情 報 は 、 当 該 階 層 が 利 用 さ れ た 時 を 示 す 情 報 を 含 み 、
前 記 選 択 手 段 は 、 前 記 デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア を 特 定 す る 属 性 情 報 を 有 す る 階 層 構 造 が
存 在 し な い 場 合 、 前 記 複 数 の 階 層 構 造 の う ち の 、 前 記 属 性 情 報 に 基 づ い て 利 用 さ れ た 時 が
最 も 古 い 階 層 構 造 を 選 択 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。



【 請 求 項 ５ 】
前 記 キ ャ ッ シ ュ 手 段 は 、 デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア に 一 つ の フ ォ ル ダ を 割 り 当 て 、 当 該 フ
ォ ル ダ 内 に キ ャ ッ シ ュ デ ー タ を フ ァ イ ル と し て 保 存 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 読 取 対 象 メ デ ィ ア 内 の 指 定 さ れ た フ ォ ル ダ 内 の 画 像 フ ァ イ ル を サ ム ネ イ ル 表 示 す る 表
示 手 段 を 更 に 備 え 、
前 記 キ ャ ッ シ ュ 手 段 は 、 前 記 表 示 手 段 で 表 示 し た 全 て の サ ム ネ イ ル 画 像 と こ れ に 対 応 す る
画 像 フ ァ イ ル の フ ァ イ ル 名 を 関 連 づ け た 情 報 を 一 つ の フ ァ イ ル と し て 前 記 選 択 手 段 で 選 択
さ れ た 階 層 構 造 中 に 格 納 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
メ デ ィ ア 交 換 型 記 憶 装 置 を 制 御 す る た め の 情 報 処 理 方 法 で あ っ て 、
メ モ リ 中 に 、 メ デ ィ ア を 単 位 と し た 複 数 の 階 層 構 造 を 形 成 す る 形 成 工 程 と 、
前 記 複 数 の 階 層 構 造 の 内 の 一 つ を デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア に 対 応 す る 階 層 構 造 と し て 選
択 す る 選 択 工 程 と 、
前 記 選 択 工 程 で 選 択 さ れ た 階 層 構 造 を 用 い て 、 デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア の デ ー タ キ ャ ッ
シ ュ を 行 う キ ャ ッ シ ュ 工 程 と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 階 層 構 造 は 、 メ デ ィ ア を 特 定 す る 情 報 を 含 む 属 性 情 報 を 有 し 、
前 記 選 択 工 程 は 、 前 記 デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア を 特 定 す る 属 性 情 報 を 有 す る 階 層 構 造 を
選 択 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 情 報 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 選 択 工 程 は 、 前 記 デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア を 特 定 す る 属 性 情 報 を 有 す る 階 層 構 造 が
存 在 し な い 場 合 、 前 記 複 数 の 階 層 構 造 の う ち の 一 つ を 選 択 し 、 選 択 し た 階 層 構 造 に 該 デ ー
タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア を 特 定 す る 属 性 情 報 を 持 た せ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 情 報 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 属 性 情 報 は 、 当 該 階 層 が 利 用 さ れ た 時 を 示 す 情 報 を 含 み 、
前 記 選 択 工 程 は 、 前 記 デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア を 特 定 す る 属 性 情 報 を 有 す る 階 層 構 造 が
存 在 し な い 場 合 、 前 記 複 数 の 階 層 構 造 の う ち の 、 前 記 属 性 情 報 に 基 づ い て 利 用 さ れ た 時 が
最 も 古 い 階 層 構 造 を 選 択 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 情 報 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 キ ャ ッ シ ュ 工 程 は 、 デ ー タ 読 取 対 象 の メ デ ィ ア に 一 つ の フ ォ ル ダ を 割 り 当 て 、 当 該 フ
ォ ル ダ 内 に キ ャ ッ シ ュ デ ー タ を フ ァ イ ル と し て 保 存 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 情 報 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
前 記 読 取 対 象 メ デ ィ ア 内 の 指 定 さ れ た フ ォ ル ダ 内 の 画 像 フ ァ イ ル を サ ム ネ イ ル 表 示 す る 表
示 工 程 を 更 に 備 え 、
前 記 キ ャ ッ シ ュ 工 程 は 、 前 記 表 示 工 程 で 表 示 し た 全 て の サ ム ネ イ ル 画 像 と こ れ に 対 応 す る
画 像 フ ァ イ ル の フ ァ イ ル 名 を 関 連 づ け た 情 報 を 一 つ の フ ァ イ ル と し て 前 記 選 択 工 程 で 選 択
さ れ た 階 層 構 造 中 に 格 納 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 情 報 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
コ ン ピ ュ ー タ に 、 請 求 項 乃 至 １ ２ の い ず れ か に 記 載 の 情 報 方 法 を 実 行 さ せ る た め の
制 御 プ ロ グ ラ ム を 格 納 す る 記 憶 媒 体 。
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